
 

 

川崎市内における介護従事者の増加と人材の定着を目的として、介護職員初任者研修または実務者研修を修了し、介護職員とし

て、市内介護保険サービス事業所・施設に 3 か月以上従事している方の研修の受講費用の全額を補助する制度です。 

 

 

 

対 象 者 

（全てに該当する必

要があります） 

・就業開始（勤務開始日）が１年以内である。 

⇒初任者研修のみ。実務者研修は、就業開始日を問わない。 

・川崎市内の同一の事業所にて介護職として３か月以上継続して勤務している。 

 ⇒介護職以外の勤務期間は含みません。 

・介護職として、今後１年以上継続して勤務する予定。 

・研修修了日が１年以内である。 

 ⇒修了証明書の発行日から１年以内であること。 

・介護保険サービス事業所等に直接雇用されている。 

 ⇒派遣会社に雇用されている場合は、対象外です。 

・他の制度等を利用して受講料の補助を受けていない。 

・受講料を申請者本人が支払いをしている。 

補助金額 受講料の全額 

申請の流れ 

1. 初任者研修/実務者研修を修了 

2. 必要書類を用意 

3. ＷＥＢで申請（スマホ、パソコン等の操作が困難な場合は、郵送可） 

申 請 書 類 

・第 1 号様式：川崎市介護職員（初任者・実務者）研修受講・就労促進事業補助金交付申請書  

⇒WEB からの申請時は不要。 

・第２号様式：川崎市介護職員（初任者・実務者）研修受講・就労促進事業就業証明書 

⇒就業先に記入していただいてください。 

・受講期間の確認ができる書類の写し 

⇒受講スケジュール、受講時の出席簿等。 

・申請者が受講料を支払ったこと及び金額を証明する書類の写し 

・更新研修修了証明書の写し 

*申請書は、川崎市ホームページ（川崎市介護職員初任者研修受講・就労促進事業及び川崎市実務者研

修受講・就労促進事業のお知らせ）からダウンロードが可能です。 

申 請 方 法 

【スマホから申請】         【パソコンから申請】 

                   https://logoform.jp/f/FPzpX 

                  【郵送での申請】 

                   〒210-8577 川崎市川崎区宮本町 1 番地 

                   川崎市健康福祉局 高齢者事業推進課 計画推進係     

申 請 期 限 
研修の修了日から１年以内 

例）修了証の日付が令和８年４月１日の場合、申請期限は令和９年３月３１日。 

問合せ先 川崎市健康福祉局 高齢者事業推進課 計画推進係 TEL：044-200-2666 

 

年度内の補助予定人数は決まっています。必要書類が揃い次第、ご申請ください。 

なお、補助金の交付は「初任者研修」または「実務者研修」のいずれか一方となります。 

https://logoform.jp/f/FPzpX

